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●医療助成年金課年金係☎626-7529

※�申請は都南総合支所税務福祉係、玉山総合
事務所健康福祉課でも受け付けます

●盛岡年金事務所（松尾町）☎623-6211

国民年金保険料国民年金保険料
　国民年金に加入している自営業者や学生、無
職の人などは、毎月の保険料を納付する必要があ
りますが、収入の減少や失業などにより保険料
を納めることが難しい場合、全額または一部の
納付を免除や猶予することができます。未納のま
まにせず、お早めに申請窓口に相談してください。

【審査対象】
次の審査対象者の申請年度の前年所得で審査し
ます。
●全額または一部を免除するとき
　申請者本人と配偶者、世帯主の所得
●納付を猶予するとき
　申請者本人と配偶者の所得

※�郵送の場合は〠020-8511松尾町17-13盛岡
年金事務所へ送付してください

※�申請日から２年１カ月分までさかのぼって申請で
きます。大学・専門学校などの学生は、学生納付
特例制度をご活用ください

減収後の任意の１カ月分の収入と必要経費を
記入した申立書を提出することで、申し立てし
た金額に基づく所得審査をすることができます。
※�給与明細などの添付は必要ありません

保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申
請の手続きについては、マイナポータルを利用
して電子申請ができます。申請にはマイナンバ
ーカードが必要です。詳しくは、日本年金機構
ホームページをご覧ください。

【広報ＩＤ】
▶免除・納付猶予申請について：1003603
▶�新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
保険料の特例免除について：1030914
▶学生納付特例制度：1003605
▶よくある質問：1033920

免除・猶予期間は年金を受け取るために必要な資格期間に含まれます

知っていますか？

申請窓口と問い合わせ先

免除・猶予期間分の保険料は10年以内であれば追納し、将来受け取
る年金額を増やすことができます

【免除・猶予期間】
７月～翌年６月
※令和４年度分は７月１日㈮から受け付け開始
【必要書類】
申請には、次の書類が必要です。
●個人番号か基礎年金番号が確認できるもの
（マイナンバーカードなど）
●本人確認書類（運転免許証・保険証など）

※「未納」の場合は期間に含まれません

※�審査対象者の中に退職直後の人がいる場合は、離
職票や雇用保険受給資格者証などを提示すること
で、その対象者の所得を０円と見なして審査します 日本年金機構ホームページ▶

制度を利用するメリット

制度を利用するには

新型コロナウイルス感染症の
影響で納付が困難な人は�

電子申請を開始します

の免除・納付猶予制度

メリット１

メリット２

　市内で開催されたイベントや出
来事を紹介します。紙面で紹介
しきれなかった写真は、市ホーム
ページの取材日記に掲
載しています。

６ 盛岡の初夏の風物詩
「チャグチャグ馬コ」11

　チャグチャグ馬コが３年ぶりに開催されま
した。晴天の下、色とりどりの装束をまとった
馬コが、鬼
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神社（滝沢市）から盛岡八
幡宮（八幡町）までの約14㌔㍍を「チャグチャ
グ」と鈴の音を響かせながら行進。馬コの背
に乗った子どもたちは、復活を待ちわびて沿
道に集まった多くの観衆にかわいらしく手を
振り、祭りを一層盛り上げました。

　盛岡市では、ここ数年の平均値で７月
が最も自殺で亡くなった人が多くなって
います。そこで、７月を「盛岡市こころ
の健康推進月間」とし、「盛岡市自殺対
策推進計画」に基づいて、健康なここ
ろで毎日を過ごせるよう、
市民の皆さんへの働き掛
けを続けています。

　こころに不調を抱えている人が出すサ
インの気付き方や声の掛け方、話の聞き
方などについて学びます。自分自身のス
トレスへの対処方法も紹介します。
【日時】７月26日㈫13時半~15時
【場所】市総合福祉センター（若園町）
【定員】30人※初心者
【申し込み】７月６日㈬10時から健康
増進課☎603-8309で先着順に受け付け
【広報ＩＤ】1035711

こころの健康のためには、生活
習慣を整えることや、リラック
ス法を取り入れるなどでストレ
スを和らげることが大切です。
また、直接会うことができなく
ても、電話や手紙、メールなど
で信頼できる人とつながること
もこころの支えになります。

岩手医科大神経精神科学講座
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【相談先】健康増進課こころの健康担当
☎603-8309
【時間】平日９時～16時
【内容】保健師などによる電話相談
と精神科医師による月１回の面接相
談（要予約） 相談窓口一覧

こころの相談窓口誘導ボットこころの相談窓口誘導ボット
「盛岡市こころの相談窓口」である相談機関に
誘導するL
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INEチャットボットを試験
公開しています。
※研究開発中のため利用制限があります

　悩んでいる人に気付き、声を掛け、話
を聞いて、必要な支援につなげて見守る
人をゲートキーパー（命の門番）といい
ます。必要な資格はなく、誰もがゲート
キーパーになることができます。

話をよく聞き、一緒に考えて
くれるゲートキーパーがいる
ことは、悩んでいる人の孤立
を防ぎ、安心を与えます。

こころの健康状態をチェック！
　次の５項目のうち、２つ以上当てはまる状態が２
週間以上続く場合は、うつ病の可能性があります。

■�■�毎日の生活に充実感がない
■�■�これまで楽しんでできたことが楽しくなくなった
■�■�以前は簡単にできたことがおっくうに感じる
■�■�自分が役に立つ人間だと思えない
■�■�わけもなくいつも疲れたように感じる

県自殺対策キャラクター
アイばあちゃん

希望に応じて、市で出前養成講座を開催
します。職域からの申し込みも大歓迎！

ゲートキーパーとは ゲートキーパー研修を開催します

「気になる症状がある」「どこに相談すれば
いいか分からない」― そんなときは！

　市は、全ての世代で問題になっている自殺防止の対策とし
て、こころの健康づくりの取り組みを進めています。こころ
の不調は目に見えず、気付きにくいもの。自分と周りの人の
こころが健康かどうか、いま一度考えてみませんか。
【問】健康増進課☎603-8309　【広報ＩＤ】1031043

あなたのこころ
　　お元気ですか？
７月は盛岡市こころの健康推進月間です

こころの相談窓口こころの相談窓口

専用ウェブサイト▶

ゲートキーパーになってみませんか？

　本年度の介護保険料通知書を７月上旬に
発送します。保険料を納めないと、介護サ
ービスを利用するときに保険給付が制限さ
れることがあるので、期限までに必ず納め
ましょう。

保険料は忘れずに納付を！
【問】介護保険課保険料係☎626-7581
【広報ＩＤ】1025137

　所得などにより11段階に分かれています。
算定の根拠は同通知書をご確認ください。

●65歳以上の介護保険料

災害や失業など特別な理由で保険料の納
付が難しくなったときは、減免または猶予
を受けられる場合があります。

●保険料の減免

【問】介護保険課認定係☎626-7560
【広報ＩＤ】1025292

【問】介護保険課給付係☎626-7561
【広報ＩＤ】1025286

申請が必要です！

　要介護認定を受けている人に、負担割合を記
載した「介護保険負担割合証」を７月中旬以降
に郵送します。ケアマネジャーや入所している
施設などに忘れずに提示してください。

●

介護保険負担割合証を郵送

▶高額介護サービス費
　自己負担額が上限を超えたとき、超えた分を
「高額介護サービス費」として支給します。対象
者には年に３回、郵送でお知らせします。
▶食費・部屋代の負担を軽減
　介護保険施設や、短期入所（ショートステイ）
の食費や部屋代は全額自己負担が基本です。た
だし、一定の要件を満たしている人は「負担限度
額認定証」を申請し、負担を軽くできます。詳し
くは、同係へお問い合わせください。
【有効期間】
　申請した月から翌年（１月以降の申請の場合
は同年）７月末まで。現在お持ちの人も７月末で
有効期間が終了するので、忘れずに申請してくだ
さい。８月１日㈪から使用できる認定証は７月１
日㈮から申請できます。

●

介護保険サービス費を支給

負担割合と介護保険サービス費

　40歳以上の人が加入して保険料を支払い、介護が
必要な人を社会全体で支える介護保険制度。利用で
きるサービスや相談窓口などをお知らせします。

　日常生活で介護が必要になり、介護保険サー
ビスを利用するときは、「要介護認定」を受ける
必要があります。同係や次の各センター、市ホー
ムページに掲載している指定居宅介護支援事業
所などへ気軽にご相談ください。　

名称（所在地） 電話番号
地域包括支援センター

盛岡駅西口地域包括支援センター
（盛岡駅西通一） 606-3361

仁王・上田地域包括支援センター（北山二） 661-9700
浅岸和敬荘地域包括支援センター（浅岸三）622-1711
松園・緑が丘地域包括支援センター
（西松園二） 663-8181

五月園地域包括支援センター（東山二） 613-6161
青山和敬荘地域包括支援センター
（南青山町） 648-8622

みたけ・北厨川地域包括支援センター
（月が丘三） 648-8834

イーハトーブ地域包括支援センター（本宮一）636-3720
地域包括支援センター川久保（津志田26） 635-1682
飯岡・永井地域包括支援センター（永井19） 656-7710
玉山地域包括支援センター（好摩字夏間木）682-0088

介護支援センター
ケアガーデン高松公園介護支援センター
（上田字毛無森） 665-2175

ヴィラ加賀野介護支援センター（加賀野三）651-5723
城南介護支援センター（神明町） 621-1215
おでんせ介護支援センター（上厨川字横長根）648-0621
千年苑介護支援センター（上太田穴口） 658-1190
都南あけぼの荘介護支援センター（湯沢４） 639-2528
希望の里介護支援センター（乙部５） 696-4386
秀峰苑介護支援センター（下田字石羽根） 669-5101

に関するお知らせ介護保険介護保険
介護保険サービスを受けるには

※申請は介護保険課と都南総合支所税務福祉係、玉
　山総合事務所健康福祉課で受け付けます

▶65歳以上の人（第１号被保険者）
①年金天引き
　受給中の年金から引かれます。
【対象】令和４年４月１日現在、65歳以上で
年額18万円以上の年金を受給している人
②納入通知書（納付書）で納付
　金融機関やコンビニなど、納付書に記載
の窓口で納付してください。納付には、便
利な口座振替をお勧めします。
【対象】①に該当しない人
▶40～64歳の人（第２号被保険者）
　加入している健康保険の保険者が、健康
保険料などと合わせて介護保険料を徴収。

●加入者の種類と納付方法


